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１．三⼾町の概況と簡易⽔道事業の歩み  

（１）三⼾町の概況 

三戸町（以下「本町」という）は青森県の南端に位置し、岩手県二戸市や軽米町と隣接する県境

の町です。町の面積は約１５１．８平方キロメートルで馬淵川流域の平地と周囲の丘陵地から成り立

っています。この地勢は稲作や果樹栽培に適している一方で、冬季の積雪や河川の氾濫といった

自然条件への備えが求められることが特徴です。 

人口は令和６（202４）年度末現在、８,６９９人、世帯数は約４，１１１世帯で平成２９（２０１７）年度

末までは１万人を超えていましたが、その後は減少傾向が続いています。特に若年層の流出と高齢

化が進行しており、高齢化率は約４４％と全国平均を上回る水準です。また、単身世帯や高齢者の

み世帯の増加も顕著であり、将来的な人口減少リスクは大きい状況にあるといえます。 

産業面では、葉タバコや米をはじめ、りんご・さくらんぼ・ぶどうなどの果樹栽培が基盤となって

います。また、ブロイラーや畜産も盛んで、農業を中心とした地域経済が形成されています。一方で、

町内には大型商業施設や娯楽施設が少なく、公共交通の利便性も十分とはいえません。このため、

住民意識調査では「自然が豊かで住みやすい」「住み続けたい」との声がある一方で、生活の利便

性を理由に転出を考える住民の存在も浮き彫りとなっています。 

行政運営の面では、人口規模が小さいことから財政基盤は脆弱であり、公共施設やインフラの

維持管理コストが相対的に重くのしかかっています。特に浄水施設や管路については、人口減少に

伴う料金収入の減少と、施設の老朽化に伴う更新需要の増大という二重の課題に直面しています。

さらには冬季の積雪や河川流域の地勢を踏まえた排水・除雪体制の維持も不可欠であり、効率的

な投資と住民理解を両立させることが、今後の行政運営にとって極めて重要な課題となっています。 
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杉沢 蛇沼 大舌 貝守 袴田 横沢

給水開始年月日 令和3（2021）８月 平成１２（20００）８月 平成６（１９９４）年１０月 平成１１（１９９９）年１０月 平成２２（２０１０）年４月 昭和５５（１９８０）年４月

経過年数 3 24 30 25 14 44

給水人口 47人 132人 126人 344人 200人 18人

給水世帯 26世帯 74世帯 62世帯 134世帯 69世帯 12世帯

項　目

地区名

（２）本町の簡易⽔道事業の歩み 

本町の水道は７市町で構成される八戸圏域水道企業団が供給する上水道事業と、八戸圏域水

道企業団の供給区域から外れた簡易水道事業で構成されています。 

本経営戦略の対象である簡易水道事業は供用開始が昭和４７（１９７２）年６月となっており、そ

の後施設の老朽化や給水効率を考慮して統廃合を進め、現在では６給水区域（杉沢・蛇沼・大舌・

貝守・袴田・横沢）で事業を運営しています。 

簡易水道事業の給水人口は令和６（２０２４）年度末現在で８６７人となっており、行政区域内人

口の約１０％をカバーしています。 

 それぞれの給水区域の概況は以下のとおりです。 

■各給水区域の概況 

 

 

 

 

 

 

令和６（２０２４）年４月からは地方公営企業法の一部適用へ移行し、資産管理や損益状況の適

切な把握、効率的な維持管理と計画的な更新投資が可能となっています。 

しかし、人口減少や施設の老朽化に伴う財政負担は今後一層大きくなることが予想されるため、

効率的な維持管理を進めるとともに、住民の理解を得ながら持続可能な事業運営を図っていくこ

とが、本町の簡易水道事業における重要な課題となっています。 
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≪三戸町給水区域図≫  
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２．総務省が推進する経営戦略策定及び改定の背景と目的 

（１）背景 

我が国では、今後人口減少によるサービス需要の減少や、施設の老朽化に伴う更新需要の増

加など、公営企業を取り巻く経営環境が厳しくなると予測されています。各公営企業が将来にわた

って住民生活に必要なサービスを安定的に提供するためには、公営企業会計の適用拡大や経営

比較分析表を活用した「見える化」による現状分析に基づく経営戦略の策定、抜本的な改革などを

通じて、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上が求められます。 

 

 

※出典：総務省「令和 4 年度の公営企業関係主要施策に関する留意事項」について 
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（２）目的 

公営企業は、料金収入をもって経営を行う独立採算制を基本原則としながら、住民生活に身近

な社会資本を整備し、必要なサービスを提供する役割を果たしており、将来にわたりその本来の目

的である公共の福祉を増進していくことが必要です。 

したがって、経営環境が厳しさを増す中にあっても、事業、サービスの提供を安定的に継続でき

るよう、中長期的な視点に立った経営を行い、徹底した効率化、経営健全化に取り組むことが必要

となっています。 

これらの課題や現状に対して、総務省においては、公営企業の中長期的な経営の基本計画であ

る「経営戦略」を自治体ごとに策定し、それに基づく計画的かつ合理的な経営を行うことにより、経

営基盤の強化と財政マネジメントの向上を実現していくことを強く求めています。 

令和４(２０２２)年１月には総務省の「経営戦略策定・改定マニュアル」が改定となり、各自治体に

対し、取り組みの進捗と成果を一定期間ごとに評価、検証した上で、次の視点から実効性のある改

定を求められています。 

❶ 今後の人口減少等を加味した料金収入の的確な反映 
❷ 減価償却率や耐用年数等に基づく施設の老朽化を踏まえた将来における所要の更新費用の 

的確な反映 
❸ 物価上昇等を反映した維持管理費、委託費、動力費等の上昇傾向等の的確な反映 
❹ ❶❷❸等を反映した上での収支を維持する上で必要となる経営改革 

（料金改定、広域化、⺠間活用及び効率化、事業廃止等）の検討 

これらの内容を反映したうえで、策定及び改定した経営戦略に沿った取組等の状況を踏まえつ

つ、PDCAサイクルを通じて質を高めていくため、３年から５年ごとの見直しを行うことが重要とし

ています。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※出典：総務省「地方公営   
企業の現状と課題」 



 

6 
 

３．経営戦略の位置づけと基本方針 

（１）経営戦略の位置づけ 

本経営戦略は、「第５次三戸町総合振興計画」等を上位計画としています。 

簡易水道施設の配置計画を定める「三戸町簡易水道事業基本計画」、長寿命化の基本方針で

あるアセットマネジメント等の簡易水道事業に関連する計画との整合を図りながら、簡易水道事業

の経営健全化に向けた取り組みを整理し、財政基盤を強化することを目的としています。 

 

■経営戦略の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

三戸町簡易水道事業基本計画

簡易水道関連計画

アセットマネジメント

青森県

第５次三戸町総合振興計画青森県水道ビジョン
青森県水道広域化推進プラン

三戸町簡易水道事業経営戦略
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（２）経営の基本方針 

第５次三戸町総合振興計画に定められている「安全で快適な生活基盤を備えたまち」を目指して、水

道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道の基盤を強化することによって、清浄に

して豊富低廉な水の供給を図り、公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与することを目指し、施設の

適切な維持管理に努め、事業の経営改善を図ることとしています。また、地震対策に鋭意取り組み、経

営基盤強化と財政マネジメントの向上にも取り組みます。 

このほか施設統合や老朽化施設の更新を計画的に実施するほか、災害対策（耐震化）、町民ニ

ーズへの対応に抜本的、総合的な取り組みを進めることとし、「持続可能な簡易水道サービスの提

供」を本町の簡易水道事業における経営の基本方針として定めます。 

本経営戦略では、これらの方針に従い、経営基盤の強化に向けた現状整理のもと、課題の抽出

と経営目標の設定を行い、経営目標に向けた投資・財政計画を立案することとします。 

 

■経営の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 なお、本経営戦略の計画期間は令和８（２０２６）年度から令和１７（２０３５）年度までの１０年間とし

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

経営の基本方針

持続可能な簡易水道サービスの提供
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簡易水道事業

事業創設認可 昭和４６（19７１）年4月２８日

供用開始 昭和４７（19７２）年６月１日

法適用（一部適用）

※令和６（20２４）年4月1日から

計画給水人口 1,254人

現在給水人口 867人

有収水量密度 0.02千㎥/ha

法適・非適用区分

 

 

 

 
 
 

1．本町の簡易⽔道事業の現況 

（１）事業の現況（事業概要） 

本経営戦略の対象は三戸町簡易水道事業とし、その概要は次のとおりです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
※令和６(2024)年度地方財政状況調査、三⼾町簡易水道事業及び簡易水道事業の設置等に関する条例より 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ⅱ  三⼾町簡易⽔道事業の現状
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（２）料⾦体系の状況 

本町の水道料金は、計量装置の種類（専用・共用・定額）と、用途区分（家庭用・営業用・団体

用・臨時用・プール用など）に応じて、基本料金と従量料金（超過料金）が下表のとおり設定され、こ

れにメーター料金が加わります。 

なお、公営企業会計へ移行した令和６（２０２４）年度の料金の状況は以下のとおりです。 

 

■条例上の料金（※口径１３mm／２０㎥あたり） 
年度 料金 

令和 6(2024)年度 3,670 円 

 

■実質的な料金（２０㎥あたり）（税抜） 
年度 事業全体 

令和 6(2024)年度 4,595 円 

※条例上の料金：条例に定められた単価で算出した一般家庭における 20 ㎥当たりの使用料  
※実質的な料金：料金単価（料金収入の合計を有収水量の合計で除した値）に 20 ㎥を乗じたもの 
 

■料金体系（税抜）                    （１か月あたり） 
種別 用途 基本料金 超過料金 

専用計量装置 家庭用 10 ㎥ 1,780 円 １㎥につき 180 円 

営業用 20 ㎥ 2,670 円 １㎥につき 210 円 

団体用 20 ㎥ 2,670 円 １㎥につき 210 円 

臨時用 １㎥につき 180 円     

プール用 200 ㎥ 3,570 円 １㎥につき 80 円 

共用計量装置 家庭用 10 ㎥ 1,780 円 １㎥につき 210 円 

共用定額装置 家庭用 ５人まで 720 円 5 人を超え 1 人増すごとに 180 円 

団体用 ５人まで 1,070 円 5 人を超え 1 人増すごとに 210 円 

※専用計量装置：各⼾や事業所ごとに設置されたメーターで使用量を計測。用途別に基本料金（一定 
 水量まで）＋超過料金（1m³ごと）を課金。 

※共用計量装置：建物全体の親メーターから共用部分の使用量を算出。家庭用などの用途区分に応じ 
て同様に基本料金＋超過料金。 

※共用定額装置：人数や団体規模に応じて定額料金を設定。使用量に関係なく「人数割」で課金。 
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（３）組織の状況 

本町の簡易水道事業については、建設課で所管しています。 

職員数は、班長１名、主担当１名、副担当１名の合計３名です。 

 

（４）これまでの主な経営健全化に向けての取組 

①水道料金について、平成２３(２０１１)年に料金改定（統合）を行いました。これにより料金収入

を確保すると共に、各地域の料金がそのまま継承されていた不均一料金の状態を解消しまし

た。併せて料金システムを統合し事務の効率化を図りました。 

②令和２（２０２０）年度～令和３（２０２１）年度までの間に杉沢給水区域の配水池等の更新を行

いました。 

③アセットマネジメントについて、厚生労働省の「水道事業におけるアセットマネジメント（資産管

理）に関する手引き」におけるレベル２を実施しています。 

 
 

（５）⺠間活⼒の活⽤等 

❶民間委託 

（包括的民間委託を含む） 

【維持管理委託】 

水道施設の維持管理について一部民間委託を行っています。 

❷指定管理者制度 現在は活用していません。 

❸ＰＰＰ/ＰＦＩ 現在は活用していません。 

 

（６）資産活⽤の状況 

❶エネルギー利用 

（発電等） 
該当なし 

❷土地・施設等利用 

（未利用土地・施設の活用等） 
該当なし 

町長 建設課
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2．経営状況分析 

（１）財務分析（収支等の経年分析） 

公営企業会計移行後の令和６（202４）年度の実績における経常的な活動の収支を示す収益的

収支、投資や企業債の発行及び償還を示した資本的収支の他、企業債残高及び収益の基礎とな

る給水人口等を以下のとおり分析しました。 

 

■令和６（2024）年度決算                （単位：千円、人） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目 令和6（2024）

【収益的収支】

営業収益① 11,841

うち料金収入 11,841

営業外収益② 93,012

うち他会計補助金 32,484

経常収益①＋②…Ａ 104,853

営業費用③ 99,450

うち職員給与費 8,717

うち動力費 4,112

うち修繕費 8,879

うち委託料 5,889

営業外費用④ 1,325

うち支払利息 1,325

経常費用③＋④…Ｂ 100,775

経常収支Ａ-Ｂ…C 4,078

特別利益…D 0

特別損失…E 1,232

当年度純利益＝C+D-E 2,846

資本的収入⑤ 61,732

うち企業債 55,200

資本的支出⑥ 67,598

うち建設改良費 54,791

うち企業債償還 12,807

資本的収支⑤-⑥…D △ 5,866

【企業債元金残高】

企業債元金残高 213,239

【給水人口等】

行政区域人口 8,699

計画給水人口 1,254

給水人口 867
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本町の簡易水道事業は令和6（2024）年度から公営企業会計に移行し、その初年度決算では、

経常収益104,853千円のうち料金収入11,841千円が自己収入の柱となる一方で、他会計補助

金32,484千円を含む営業外収益93,012千円に依存する構造が浮き彫りとなりました。経常費

用の100,775千円（職員給与費8,717千円、動力費4,112千円、修繕費8,879千円、委託料

5,889千円、支払利息1,325千円）に対して経常収支は4,078千円の黒字を確保したものの、特

別損失1,232千円を計上した結果、当年度純利益は2,846千円にとどまりました。資本的収支に

ついては、資本的収入61,732千円（企業債55,200千円）に対し資本的支出67,598千円（建設

改良費54,791千円、企業債償還12,807千円）が上回り5,866千円の不足となりました。 

一方、行政区域人口8,699人に対して給水人口は867人と計画給水人口1,254人を下回る状

況が明らかとなり、総じて経常収支は黒字ながら資本的収支の不足や給水人口の減少といった課

題が浮き彫りとなりました。今後は修繕費や委託料などの運転経費の効率化、更新投資の優先順

位づけといった財政面での工夫が求められ、住民理解を得ながら持続可能な事業運営を進めて

いくことが重要な課題となっています。 
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（２）給⽔人口の推移 

本町の簡易水道事業における給水人口は、平成26（2014）年度の1,２１４人から令和６（202４）

年度の８６７人へと減少傾向を示しており、その影響を受けながら着実に縮小しています。給水戸

数については令和元（2019）年度以降の統計ですが、ほぼ横ばいで推移しているものの、人口減

少に伴う需要縮小が今後の課題となります。 

このように、給水人口は年々減少している一方で、給水戸数は安定していることから、世帯規模

の変化や人口構造の影響が反映されていると考えられます。人口減少が続く中で、料金収入の減

少は避けられず、事業運営においては効率化や財源確保が重要な課題となります。 

総じて、本町の簡易水道事業は、給水人口の減少という構造的課題を抱えつつも、給水戸数の

安定により一定の需要を維持しています。今後は、施設の老朽化対策や更新投資の優先順位づけ

に加え、料金収入の減少を見据えた持続可能な経営戦略の検討が不可欠です。 

 

■給水人口／給水⼾数の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※給水戸数は令和元(2019)年度より集計 
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令和2年度
（2020）

令和3年度
（2021）

令和4年度
（2022）

令和5年度
（2023）

令和6年度
（2024）

給水人口(人） 1,214 1,111 1,101 1,068 1,064 983 1,018 954 959 954 867

給水⼾数(⼾） 386 388 384 384 382 380
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（３）有収⽔量と有収率の推移 

本町の簡易水道事業における有収水量は、平成26（2014）年度の61,696㎥から令和6

（2024）年度の51,540㎥へと減少傾向を示しています。平成27（2015）年度には63,548㎥と

一時的に増加しましたが、その後はおおむね5万〜6万㎥台で推移し、令和4（2022）年度以降は

減少が顕著となっています。特に令和6（２０２４）年度には過去１０年間で最も低い水準となり、人

口減少や需要縮小の影響が明確に表れているといえます。 

有収率については、平成26（2014）年度の60.91％から令和6（２０２４）年度には98.32％へと

大幅に改善しました。平成27（2015）年度から令和3（20２１）年度までは70％台で推移し、令和

4（2022）年度には65.11％まで低下しましたが、令和5（2023）年度には82.14％、令和6（２０２

４）年度には98.32％と急速に改善しています。全国平均（80〜90％程度）を上回る水準に達し

ており、漏水対策や計量精度の向上が成果として現れていると考えられます。 

■有収水量と有収率の推移                     
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令和2年度
（2020）

令和3年度
（2021）

令和4年度
（2022）

令和5年度
（2023）

令和6年度
（2024）

有収水量（㎥） 61,696 63,548 57,682 56,577 56,676 58,604 56,491 56,936 54,363 54,695 51,540

有収率（％） 60.91 78.13 78.49 74.33 79.17 76.44 76.20 74.27 65.11 82.14 98.32
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（４）簡易⽔道事業の経営比較分析表による現状分析〜県各町村との比較〜 

経営比較分析表は、総務省が推進する「見える化」の一環として、経営指標の経年比較や他（類

似団体平均）公営企業との比較等を行い、現状や課題等を的確に把握するとともに、経営状況を

わかりやすく説明するため、策定し公表するものです。 

本経営戦略においては、経営比較分析表のうち次の経営指標について分析します。 

比較にあたっては、令和６（２０２４）年度の青森県内各町村の簡易水道事業に関する指標一覧

を各団体の経営比較分析表より作成し、掲載しています。 

❶経常収支比率（％） 
❷料金回収率（％） 
❸給水原価（円） 
❹水洗化率（％） 

■令和６(2024)年度 ⻘森県各町村の指標一覧  
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令和６（2024）年

経常収益（千円） 104,853

経常費用（千円） 100,775

経常収支（千円） 4,078

経常収支比率（％） 104.05

全国平均（％） 102.02

県内平均（％） 96.93

類似団体平均（％） 102.26

科目

❶経常収支比率 

 

 基本算式：経常収益／経常費用×100（％） 

 

地方公営企業法適用企業に用いる経常収支比率は、その年度において、料金収入や一般会計

からの繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標

です。 

経常収支比率は、単年度の収支が黒字であることを示す１００％以上となっていることが必要で

す。 

数値が１００％未満の場合、単年度の収支が赤字であることを示しているため、経営改善に向け

た取り組みが必要です。 

一方でこの指標が１００％以上の場合であっても、更なる費用削減や更新投資等に充てる財源

が確保されているか等、今後も健全経営を続けていくための改善点を洗い出すといった観点から

分析が必要です。 

 

■経常収支比率の実績 
 

 

 

 

 

 

 

 

本町の経常収支比率は１００％を超えており、当年度利益を確保している状況ですが、その要因

の一つとして、一般会計からの繰入金があります。 
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令和６（2024）年

供給単価（円）A 229.72

給水原価（円）B 780.89

料金回収率（％）A/B 29.42

全国平均（％） 56.19

県内平均（％） 53.90

類似団体平均（％） 39.15

科目

❷料金回収率 

 

 基本算式：供給単価／給水原価×100（％） 

 

料金回収率は、料金で回収すべき経費を、どの程度料金収入で賄えているかを示す指標であり、

料金水準などを評価する際に用いられます。 

公営企業会計では、水道事業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費及びその

事業の性質上、能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入のみをもって充てることが困難

であると認められる経費を除き、当該事業の経営に伴う収入をもって充てなければならないという

「独立採算の原則」が定められていることから、料金回収率が100％以上であることが求められて

います。 

料金回収率が100％を下回っている場合、給水に係る費用が料金以外の収入により賄われて

いることを意味するため、適正な料金収入の確保及び給水費の削減が必要です。 

 

■料金回収率の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 本町においては料金回収率が１００％を大幅に下回っています。つまり、料金収入で給水費を賄

えていません。また、令和６（２０２４）年度については青森県各市町村平均よりも低い水準となって

います。 
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令和６（2024）年

給水費　　　　（千円）A 100,775

長期前受金戻入（千円）B 60,528

有収水量　　　（千㎥）C 51.54

給水原価（円）(A-B)/C 780.89

全国平均（円） 285.60

県内平均（円） 418.88

類似団体平均（円） 392.81

科目

❸給水原価 

 

 基本算式：給水費／年間有収水量（㎥） 

 

給水原価は、有収水量1㎥当たりの給水に要した費用を示す指標であり、給水に係るコストを表

しています。そのため、原価は低いことが望まれます。原価が低い場合であっても、有収水量や給

水費の経年変化を踏まえて現状を分析し、今後の状況について推計を行う必要があります。 

また、分析や統計に基づき、必要に応じて投資の効率化や維持管理費の削減など、経営改善に

取り組むことが求められます。 

 

■給水原価の実績 

 

 

 

 

  

 

 

 

給水原価は、令和６（２０２４）年度で約780円と極めて高水準です。  

県内平均及び全国類似団体平均との比較でも、すべてで上回っています。 

また、今後は物価上昇にともない、経費が増加することが予測されます。 
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【参考】 

給水原価のほかに、参考として原価計算も行っています。 

水道料金などの公共料金に関する原価計算とは、すべての費用を「総括原価」として捉え、原価

に対する料金収入を評価し、料金水準の参考値とするものです。国（総務省、国土交通省）でも、

適正な料金設定のために原価計算の実施を推奨しています。 

原価計算には複数の方法がありますが、本経営戦略では、原価を基準とし、さらに事業報酬（健

全な水道事業を経営するための内部留保資金）を資産維持費として上乗せする「総括原価主義」

に基づく方法を採用しています。ただし、本町では料金回収率が100％を下回っているため、現状

では資産維持費を加味していません。 

なお、総務省が示した様式により現状の原価計算を算出したところ、原価（費用）に対する収益

（料金）は１1.９６％となっており、原価に対して料金収入が全く満たされていない状況です。 

 

■原価計算表 令和 6（2024）年度時点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

　最近１箇年
　間の実績

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円

11,841 ー 11,841

0 ー 0

0 ー 0

11,841 0 11,841

　最近１箇年
　間の実績

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

9,995 0 9,995

9,793 0 9,793

10,128 240 9,888

70,859 1,518 69,341

100,775 1,758 99,017

0

99,017

(X)／(（Y）＋（Z）)＊１００＝ 11.96

合計(Y)

資産維持費（Z）

料金対象経費（Y）＋（Z）

一 般 管 理 費 

資本費

配水費及び給水費

原水費及び浄水費

受託工事収益

その他

合　　　　計

支　　出　　の　　部

項目
金　　　　　　　　額

原価計算表

収　入　の　部

項　　　　目
金　　　　　　　　額

料金(X)
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３．経営状況分析から⾒える本町の特徴  

令和6（2024）年度に公営企業会計へ移行したばかりですが、主要な経営指標を国の基準値と

比較することで、現状の特徴と課題が明らかになっています。以下に、指標ごとの実績、原因、今後

の対策を整理します。 

❶経常収支比率は 100％も、他会計（一般会計）補助金に依存 

○原因と今後の対策 

令和６（２０２４）年度の経常収支比率は１０４．０５％と、総務省の基準である 100％を上回り、経常

利益を計上しています。 

しかしながら、経常収益のうち他会計（一般会計）補助金は３２，４８４千円にのぼっており、一般会計

からの財政支援によって黒字を確保している構造となっています。今後は他会計（一般会計）補助金へ

の依存から脱却し、料金収入の確保や費用の縮減を進めることで、健全な経営体制の構築を目指す必

要があります。 

❷料金回収率が１００％に満たない 

○原因と今後の対策 

令和６（２０２４）年度の料金回収率は、29.42％です。国が求める 100％にははるかに届いてお

らず、水道料金収入だけでは給水費を賄えていない状況です。水道料金収入の確保を行うととも

に、委託料や動力費などのコストの見直しにより、料金回収率の引き上げを図る必要があります。 

❸給水原価は高水準 

○原因と今後の対策 

令和６（２０２４）年度の給水原価は、780.89 円で県内団体と比較しても高い状況です。これ

は、現状の施設能力に対して稼働が正しく賄えていない状況です。さらに、物価上昇も続いている

ことから、このままの状況ではより一層給水原価は上昇することが予想されます。修繕費・委託料・

動力費などの維持管理費の精査や見直し、設備の長寿命化を図るなど、原価の上昇を抑制してい

くことが重要です。 
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4．施設の状況 

（１）各給⽔区域の状況 

本町の簡易水道事業は、杉沢地区・蛇沼地区・大舌地区・貝守地区・袴田地区・横沢地区の6

地区で運営されており、地域ごとに異なる水源や施設構成を有しています。原水は杉沢地区、蛇沼

地区、横沢地区では湧水を取水し、大舌地区、貝守地区、袴田地区では地下水を利用しています。

浄水方式は基本的に塩素注入による消毒を採用していますが、蛇沼地区と袴田地区では濾過設

備を使用しています。 

配水方式は多くの地区で自然流下を用いていますが、蛇沼地区と貝守地区では地形条件に応

じて送水ポンプを使用している場所もあります。管路延長は杉沢地区で6,692ｍ、蛇沼地区で

21,843ｍ、大舌地区で16,621ｍ、貝守地区で19,454ｍ、袴田地区で11,945ｍとなっています。 

配水池の設置年度を見ると、杉沢地区は令和２（２０２０）年度、蛇沼地区は昭和56（1981）年

度、大舌地区は平成6（1994）年度、貝守地区は平成11（1999）年度、袴田地区は平成19

（2007）年度、横沢地区は昭和54（1979）年度であり、経過年数は令和６（２０２４）年度時点で４

年から４５年と幅があります。特に横沢地区と蛇沼地区は40年以上が経過しており、老朽化が進

んでいることが分かります。 

このように本町の簡易水道事業は、地区ごとの地形や水源などの条件に応じて多様な方式で運

営されていますが、施設の多くが設置から長期間を経過しており、更新や耐震化などの課題が顕

在化しています。今後は、老朽施設の更新計画を優先的に進めるとともに、水質管理の高度化や

効率的な配水方式の導入を検討することで、持続可能な水道運営を確保していくことが重要です。 

■各給水区域の施設状況 
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１．有収⽔量及び料⾦収⼊の予測 

（１）有収⽔量の予測 

有収水量の予測に際し、総人口及び給水人口は国立社会保障・人口問題研究所による推計か

ら算出しています。 

また、令和４（２０２２）年度から令和６（２０２４）年度の３か年実績から一人当たり有収水量及び

有収率を設定し、年間有収水量の推計を行っています。 

■有収水量の予測のための前提条件 

●総人口 
国立社会保障・人口問題研究所による推計から算出 

●給水人口 
総人口予測から推測 

●年間有収水量 
一人当たり有収水量×給水人口として算出 

 

人口推計のとおり、今後も人口減少が想定されるため、各家庭における使用量についても減少

すると想定しています。 

 

 

  

Ⅲ  今後の事業環境の予測 
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■総人口／給水人口の予測                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■有収水量の予測                              
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総人口(人） 8,408 8,222 8,041 7,864 7,690 7,508 7,330 7,157 6,988 6,823

給水人口（人） 838 819 801 784 766 748 731 713 696 680
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（２）料⾦収入の予測 

総人口、給水人口及び有収水量の予測に基づき、令和6（202４）年度の料金単価（供給単価）

実績のまま推移した場合の料金収入についての試算を行いました。結果は、各家庭における使用

量の減少を想定しているため、それに伴い料金収入も減少傾向が続くこととなります。 

■料金収入の将来予測                          

 

  

令和8
（2026）

令和9
（2027）

令和10
（2028）

令和11
（2029）

令和12
（2030）

令和13
（2031）

令和14
（2032）

令和15
（2033）

令和16
（2034）

令和17
（2035）

料金収入（千円） 13,330 12,880 12,341 11,915 11,376 10,937 10,411 9,872 9,446 9,033
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計画年次❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ➓

令和8
(2026)

令和9
(2027)

令和10
(2028)

令和11
(2029)

令和12
(2030)

令和13
(2031)

令和14
(2032)

令和15
(2033)

令和16
(2034)

令和17
(2035)

0 0 0 0 0 4,143 0 0 0 0

0 0 0 0 0 3,352 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5,213 0 24,757 1,258 74,778 6,794 20,518 19,106 1,298 0

0 0 0 0 0 20,865 0 0 0 0

5,213 0 24,757 1,258 74,778 35,154 20,518 19,106 1,298 0

❷配水・給水施設

金額

金額

❺管路

金額

事業費合計

　　　　　　年度
内容

❶取水・浄水施設

金額

❸取水・浄水設備

金額

❹配水・給水設備

２．投資及び投資財源の予測 

（１）投資の予測（全体） 

簡易水道事業では、安定的に水を供給するために水道施設や管路の健全性を維持することが

極めて重要です。本町においては、計画期間中に耐用年数を迎える管渠が出てくることから、計画

期間後半にかけて対策費用が増加していく見込みです。 

本町では、計画期間である令和８（202６）年度から令和１７（203５）年度までの１０年間におけ

る投資総額は約１.8億円を想定しています。 

 

■計画期間である令和 17（2035）年度までの全体投資スケジュール 

（単位：千円） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※なお、この表では、全体投資スケジュールとして令和1７（203５）年度まで掲載していますが、

計画期間後も継続して事業を行っていきます。 
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計画年次❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ➓

令和8
(2026)

令和9
(2027)

令和10
(2028)

令和11
(2029)

令和12
(2030)

令和13
(2031)

令和14
(2032)

令和15
(2033)

令和16
(2034)

令和17
(2035)

1,600 0 7,400 400 22,400 10,450 6,200 5,700 400 0

3,600 0 17,300 800 52,300 24,700 14,300 13,400 800 0

13 0 57 58 78 4 18 6 98 0

③自己財源

金額

①国庫補助金

金額

②受益者負担金

金額

②企業債

金額

　　　　　　年度
内容

財源内訳

（２）投資財源の予測 

令和８（202６）年度から令和1７（203５）年度までの主要な事業における投資予測額は総額約

１．８億円となることが想定されます。 

前ページまでの投資に対する事業は、国（県）補助金等を積極的に活用する他、企業債や一般

会計繰入金で実施する予定です。 

年度別の財源は次のとおり想定しています。 

 

■計画期間である令和 17（2035）年度までの年度別投資財源        （単位：千円） 
 

 

 

 

 

 

 

 

３．組織の予測 

今後も簡易水道事業は、建設課で運営を行います。 
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１．財政基盤強化に向けた課題  

これまで行ってきた、現状分析と投資及び投資財源の予測に基づき、財政基盤強化に向けた課題を

整理すると次のとおりとなります。 

 

❶給水原価は高めであり料金回収率は 100％未満 
令和６（２０２４）年度において、給水原価は全国平均より高く、供給単価よりも高いため、料金回

収率は 29.42％と極めて低い水準となっています。 

 

❷コスト上昇対策実施も、物価上昇等による維持管理費の増加 
これまで、各施設の維持管理費の縮減などを行ってきましたが、物価や労務費単価の上昇によ

り、費用は増加しています。このため、さらなるコスト削減を進める一方で、収益の確保も必要とな

っています。 

 

❸各種対策による投資の増大 
今後は老朽化が進む施設の更新や激甚化する災害への対策（耐震化）などにより、投資額の増大を

予測しています。これらの投資については、国庫補助金等の財源を活用する一方、重要度による優先

順位の設定や長寿命化などを行いながら進める必要があります。 

 
 
 

  

Ⅳ  投資・財政計画
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２．経営の基本方針の実現に向けた目標 

経営の基本方針の実現や課題解決に向けては、徹底した事業の効率化や健全化に取り組み、事業

運営に係る経常的な費用の削減と適正な料金の設定を進めることが重要です。 

しかしながら、各種投資計画においては建設費等の「投資試算」は行われていますが、投資に必要と

なる起債額等の「財源試算」は考慮されていないため、今後は「財源試算」も考慮し、見直し・改定を行

っていきます。投資関連計画の見直し・改定は定期的に行っており、投資関連計画の見直し・改定内容

は、次回の経営戦略の見直し・改定において反映させていきます。 

経営の基本方針を実現するために、具体的に次の２つの目標を設定します。目標については、本経

営戦略期間である令和１７（２０３５）年度までとします。 

目標❶経常収支比率 100%以上の維持 

令和 6(2024)年度においては経常収支比率 104.05％となっています。 
また、本経営戦略期間中には施設を維持するための投資の増加や維持管理費の物価上

昇に伴い、収支が悪化することも想定されますが、財政基盤強化に向けて本計画期間内
の 100％以上を維持します。 

 

目標❷料金回収率の上昇 

令和６(2024)年度において料金回収率は 29.42％となっています。 
令和８(2026)年度はさらに悪化し、15.2％となる見込みです。 
本計画期間内の料金回収率は、令和８(2026)年度を基準とし、上昇を目指します。 
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３．投資・財政計画の計算根拠 

（１）収益的収支 

投資・財政計画の収益的収支（簡易水道施設等を維持管理するためにかかる収支）を推計する

に当たっては、前章で示した予測に基づいて算出しています。経費のうち動力費、修繕費、委託料

等については、今後の物価上昇を見込んでおり、民間委託を行う等、引き続きコストの縮減に努め

ていきます。 

投資・財政計画は30年間のシミュレーションを行いますが、このうち本経営戦略の計画期間で

ある令和1７（203５）年度までの１０年間分を掲載します。 

 

（２）資本的収支 

投資・財政計画の資本的収支（簡易水道施設等を改築及び更新するために要する収支）を推計

するに当たり、前章で示した予測に基づき算出しています。 

収益的収支同様に、投資・財政計画は３０年間のシミュレーションを行い、このうち本経営戦略の

計画期間である令和1７（20３５）年度までの１０年間分を掲載します。 

 

４．投資・財政計画（シミュレーション）  

（１）現状予測に基づくシミュレーション 

今後の厳しい経営環境の中で目標を達成するには、取り組み内容を明確にするとともに、経営

に対する管理をより一層厳格化する必要があります。 

そこでまず、今後の経営を見通すうえで、現状の予測に基づいたシミュレーションを行います。 
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現状予測に基づくシミュレーションのポイントは次のとおりとなります。 

 

■現状予測に基づくシミュレーションのポイント 
●経常収支比率：計画期間中 100％以下。  
●料金回収率：計画期間中の料金回収率は料金収入減少に伴い、微減で推移。 
上記より、目標に対する結果は次のとおりとなります。 
○目標❶経常収支比率１００％の維持・・・未達成 

○目標❷料金回収率の上昇・・・未達成 

 

（２）投資・財政計画の検討 

目標達成に向けては、料金回収率を向上させる必要があります。このためには、料金改定の実

施の検討を行います。また、一方では、公営企業の経営の原則である独立採算及び一般会計の負

担軽減を行うため、他会計補助金の減少も検討する必要があります。 

特に料金改定については、町民及び使用者の生活への影響が大きくなります。 

このため料金改定については、町民及び使用者の十分な理解を進めていく必要があり、総務省

から３～５年での料金の見直し・検討を行う指導があるため、最短でも令和１０（２０２８）年度以降

の改定を検討します。 

以下、目標達成に向けた料金改定を視点としたシミュレーションパターンを設定し、検証を行い

ます。 

シミュレーションについては令和１０（２０２８）年度の料金改定を想定しています。 

 

■シミュレーションパターン                      （単位：円、％） 

 

 

 

※シミュレーションパターン２は⼋⼾圏域水道企業団と同等水準 

 

なお、料金収入と他会計補助金以外は現状予測に基づくシミュレーションと同条件とします。 

 

シミュレーションパターン 1 料金単価あたり改定額（円） 80.4 改定率 35%

シミュレーションパターン 2 料金単価あたり改定額（円） 59.7 改定率 25%

シミュレーションパターン 3 料金単価あたり改定額（円） 34.5 改定率 15%

シミュレーションパターン 参考 料金単価あたり改定額（円） 1091.3 改定率 575%
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シミュレーションの検証結果は次のとおりとなります。 

■シミュレーションパターン検証                          （単位：千円、％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検証した結果、シミュレーションパターン１では、経常収支比率、料金回収率の目標は達成となり、

他会計補助金は現状予測に基づくシミュレーションと比較して１０年間の総額で約27,000千円の

減少となります。 

シミュレーションパターン２では、料金単価を八戸圏域水道企業団と同等としました。このシミュ

レーションでは経常収支比率、料金回収率の目標は達成となり、他会計補助金は現状予測に基づ

くシミュレーションと比較して１０年間の総額で約2０,000千円の減少となります。 

シミュレーションパターン３では、経常収支比率の目標は達成となり、料金回収率は目標達成で

きません。他会計補助金は現状予測に基づくシミュレーションと比較して１０年間の総額で約１

1,000千円の減少となります。 

シミュレーションパターン参考では、他会計補助金を令和１０（２０２８）年度以降０円とした場合の

料金改定を想定したものです。この場合、改定率は５７５％で料金単価改定後は１，０９１．３円とな

ります。 

これらの結果から、シミュレーションパターン１は経営全体としての効果は大きいものの、使用者

の負担が大幅に増えることが想定されます。また、シミュレーションパターン３では料金改定の効果

は物価上昇等により大きな効果を得ることができません。このため、目標達成及び町内全体の水
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道に係る料金の統一も踏まえると、シミュレーションパターン２が妥当となります。 

実際の料金改定の際には改めて料金改定の妥当性を検証する必要があります。また、人口減少

や物価上昇等の経営状況の変化を鑑みながら、検討を行う必要もあります。 

本経営戦略においては使用者の負担を考慮し、シミュレーションパターン２を本経営戦略の投

資・財政計画とします。 

 

（３）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明 

❶収支計画のうち投資についての説明 
アセットマネジメントによる施設管理・更新を実施します。 

 

❷収支計画のうち財源についての説明  
【収益的収入】 

●料金収入 

推計した有収水量を、シミュレーションパターン２の料金体系に当てはめて算定した金額を見込

んでいます。 

●補助金-他会計補助金 

総務省から発出される『地方公営企業繰出金について（通知）』の繰出基準に基づき算定した金

額等を見込んでいます。 

●長期前受金戻入 

令和６（２０２４）年度までに取得した資産（施設）分に加え、令和7（2025）年度以降に取得予定

の資産分を踏まえて算出しています。償却率は、施設の耐用年数（10～50年）に応じて設定して

います。 

 

【資本的収入】 

●企業債 

建設改良費の財源のうち、国庫補助金以外の部分については、簡易水道事業債の発行を見込

んでいます。事業単位での発行となり、取得する資産（施設）の耐用年数に応じた借入期間（～４0

年）を設定しています。 

●他会計補助金 

過年度に発行した簡易水道事業債の元金償還金に伴う収支不足額を見込んでいます。 

●国（県）補助金 

国庫（県）補助対象事業の建設改良費に対して、該当の補助率により金額を見込んでいます。 
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❸収支計画のうち投資以外の経費についての説明  
【収益的支出】 

●職員給与費 

 職員給与費は賃金上昇を見込んでいます。 

●経費 

修繕費、委託料等、各年度の取り組みに必要となる費用について、物価変動を考慮しながら個

別に積み上げて計上しています。 

●減価償却費 

令和６（２０２４）年度までに取得した資産（施設）分に加え、令和7（2025）年度以降に取得予定

の資産分を踏まえて算出しています。償却率は、施設の耐用年数（10～50年）に応じて設定して

います。 

●支払利息 

令和６（２０２４）年度までに借入した簡易水道事業債の利子償還金に加え、令和7（2025）年度

以降に発行する分の償還金を見込んでいます。利率は、借入期間に応じて設定しています。 

 

【資本的支出】 

●企業債償還金 

令和６（２０２４）年度までに借入した簡易水道事業債等の元金償還金に加え、令和7（2025）年

度以降に発行する分の償還金を見込んでいます。 

 

 これらを踏まえてのシミュレーション結果は次のページのとおりです。 
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2025

(令和7)

2026

(令和8)

2027

(令和9)

2028

(令和10)

2029

(令和11)

2030

(令和12)

2031

(令和13)

2032

(令和14)

2033

(令和15)

2034

(令和16)

2035

(令和17)

料金改定
必要性の検証

料金改定
の検討

料金改定（※）
料金改定の
効果検証

料金改定
の検討

料金改定
の検討

2025

(令和7)

2026

(令和8)

2027

(令和9)

2028

(令和10)

2029

(令和11)

2030

(令和12)

2031

(令和13)

2032

(令和14)

2033

(令和15)

2034

(令和16)

2035

(令和17)

2025

(令和7)

2026

(令和8)

2027

(令和9)

2028

(令和10)

2029

(令和11)

2030

(令和12)

2031

(令和13)

2032

(令和14)

2033

(令和15)

2034

(令和16)

2035

(令和17)

100％以上 100％以上 100％以上 100％以上 100％以上 100％以上 100％以上 100％以上 100％以上 100％以上

2025

(令和7)

2026

(令和8)

2027

(令和9)

2028

(令和10)

2029

(令和11)

2030

(令和12)

2031

(令和13)

2032

(令和14)

2033

(令和15)

2034

(令和16)

2035

(令和17)

■目標

目標❶経常収支比率100％以上の維持

目標❷料金回収率改善

令和６（2024）年度基準から上昇

取組：経費削減・投資の平準化

■収入増加の具体的取組

取組：料金改定の検討

■支出削減の具体的取組

（４）投資・財政計画（収支計画）における今後の取組概要  

経営の基本方針を実現するためには、計画期間内に目標を達成する必要があります。 

具体的には経営の基本方針における目標達成や投資・財政計画の推進に向け、次のとおりの活

動を実施します。 

 

❶本経営戦略の計画期間における目標値達成に向けた活動 
料金改定を前提とした取り組みを進めます。料金改定にあたっては、上下水道経営審議会（仮

称）を発足し、料金改定の必要性を検証のうえ、料金改定が必要と認められた場合、パブリックコメ

ント等にて住民への周知を行い、料金改定を実施します。 

また、経費削減は恒常的に進めるほか、資本的投資の平準化並びに企業債の発行を抑制する

ことで、企業債残高の圧縮に努めます。 

 

❷本経営戦略の計画期間における目標値達成に向けたロードマップ 
■目標に向けたロードマップ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※料金改定が必要と認められ、改定した場合 
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❸本経営戦略の計画期間における投資及び投資財源に対する取組及び検討 

本経営戦略の計画期間においては、施設の長寿命化対策を中心に予定しています。 

前述したとおり、関連計画の見直し・改定を進めるとともに、今後の投資に向けては環境への配

慮や維持管理費の縮減、適正化の視点を含めて以下の検討を行います。 

○今後の維持管理費用（ランニングコスト）の適正化 
○省エネルギー(脱炭素化)を目指した設備等の導入 

 

❹その他本経営戦略の計画期間における取組及び検討事項 
●弾力的な料金改定に向けた原価計算の実施 

現在の経営環境の急速な変化に対応し、本事業を持続可能に運営することが求められています。

このため、財源としての料金収入は極めて重要です。 

総務省では、地方公営企業の料金（料金）について、「公正かつ妥当であり、能率的な経営下に

おける適正な原価を基礎としたものであり、地方公営企業の健全な運営を確保できる水準である

べき」と規定しており、計画的な料金水準（料金）の改定を推奨しています。 

このため、本町においても原価計算による現状分析と今後の料金改定に向けた検討及び議論を

進めます。 

 

●簡易水道事業の理解促進に向けた広報及び啓発活動 

簡易水道事業の理解促進のため、水道の役割、適正利用や経営状況等について、多くの町民

からより一層の理解を得るために、町ホームページやSNS等の広報媒体を活用するなど、積極的

な広報及び啓発活動を検討します。 

 

●職員の資質と能力の向上 

人材育成の強化、職場研修等の充実、意識改革の推進、危機管理体制の強化などの施策を実

施し、職員の資質と能力の向上を目指します。 

 

❺その他今後の取組についての検討事項 
今後、本事業における検討事項は次のとおりとします。 

○管路更新及び維持管理に向けたウォーターPPP の検討 
○⻘森県水道広域化推進プランの推進に向けた検討 
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１．PDCA サイクルの実⾏ 

経営戦略はＰＤＣＡサイクルにおける計画（Plan）に位置付けられます。今後は実行（Do）、検証

（Check）、改善（Action）等のPDCAサイクルを確実に実施することが重要です。  

検証においては、経営比較分析表を毎年度作成し、経営指標を用いた経営分析や類似団体と

の比較分析を行います。 

また、議会へ定期的に経営状況を報告し、意見を求める等、チェック機能の充実を図ります。こ

れらのPDCAサイクルにより経営状況を的確に把握し、経営の健全化及び効率化に取り組んでい

きます。 

なお、ＰＤＣＡのサイクルイメージは次の図のとおりです。 

 

■PDCA サイクルイメージ 
 

 

  

Ⅴ  経営戦略の遂⾏に向けた取組体制 
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令和7 令和8 令和9 令和10 令和11 令和12 令和13 令和14 令和15 令和16 令和17

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

経営戦略
見直し
改定

検証
見直し

見直し
改定

使用料
改定必要性

の検証
改定の検討 改定（※）

改定の
効果検証

改定の検討 改定の検討

年度

２．次回以降の⾒直し 

本経営戦略の次回以降の見直しについては、料金の妥当性の検証及び検討や投資計画の進捗

等、経営の変化にあわせて、５年ごとに実施します。 

本町では、令和１０（２０２８）年度までに水道料金の在り方を検討し、ロードマップのとおり収益確

保の活動を行っていきます。 

また、目標に向けたシミュレーションをベースに必要に応じて収支実績や取組効果の確認、業績

目標との乖離の確認及びその原因分析を行うとともに、今後の取り組みについての検討・見直しを

５年に一度行い、水道料金の在り方を検討することとします。 

 

■経営戦略及び料金の見直し・検討スケジュール 
 

 

 

 

 

※料金改定が必要と認められ、改定した場合 
 

また、今回推進する本経営戦略においては、進捗管理が重要となります。毎年度の実績と目標

値の比較を行うこととします。 
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